
   
 

 
 
 
 

 

令和２年度過労死等防止啓発月間について 
～11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、 

「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。～ 
 

滋賀労働局（局長 待鳥浩二）では、過労死等防止啓発月間である 11 月に、過労死等

につながる過重労働などへの対応として「過重労働解消キャンペーン」を行い、労使の

主体的な取組の促進、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的

な監督指導などを行います。 

また、厚生労働省主催で、令和２年 11 月６日（金）に「過労死等防止対策推進シンポ

ジウム（滋賀会場）」を開催します（詳細は別添）。 
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【過重労働解消キャンペーンの概要】 

 

１ 実施期間 

  令和２年 11 月１日（日）から 11 月 30 日（月）までの１か月間 

 

２ 具体的な取組 

● キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対して、労働局長が直

接協力要請を行います（別紙のとおり）。 

 

１ 実施日時：10 月 26 日（月）10：30～11：00 

要 請 先（使用者団体）：一般社団法人滋賀経済産業協会 

２ 実施日時：10 月 22 日（木） 10：30～11：00 

要 請 先（労働組合）：日本労働組合総連合会滋賀県連合会 

 

● 「過重労働解消相談ダイヤル」を全国一斉に実施し、過重労働をはじめとした労働条件全般

にわたり、労働局の担当官が相談に対応します。 

 

○ 実施日時：11 月１日（日）9:00～17:00 

○ フリーダイヤル：0120－794(なくしましょう)－713(長い残業) 

 

● 長時間にわたる過重な労働による過労死に関して労災請求が行われた事業場や

若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ労働基準監督署が重点的な監督指導を

行います。 

 

● 使用者へのリーフレット（別添）の配布、広報誌、ホームページの活用により、

キャンペーンの趣旨等について、広く県民に周知を図ります。 



１ 取組の趣旨・概要

労使の主体的な取組を促します

雇用の推進と働きやすい滋賀の実現をめざし策定した「滋賀県雇用推
進プラン」（※１）に基づく取組のうち、「働き方改革の推進」を重点
的に取り組むべき重点課題の１つとして位置付ける共同宣言（※２）を
行っていることから、キャンペーンに先立ち、使用者団体と労働組合
に対して長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組
について、主体的な取組を促します。
※１「雇用推進行労使会議チャレンジしが」（滋賀県・滋賀労働局・連合滋
賀・（一社）滋賀経済産業協会）において平成27年３月に決定。
※２ 平成29年３月27日に実施し、平成30年3月23日にも一層の推進を図るた
めの共同宣言を改めて実施。

２ 具体的な取組
(1)一般社団法人滋賀経済産業協会会長への要請
◎ 日 時︓令和２年10月26日（月）10:30～11:00
◎ 場 所︓コラボしが21（大津市打出浜２－１）
◎ 出席者︓一般社団法人滋賀経済産業協会 会長 井門 一美 氏 ほか

滋賀労働局 局長 待鳥 浩二 ほか
【取材に当たってのご登録】
取材をご希望される場合は、お手数ですが10月22日（木）17:00まで
滋賀労働局労働基準部監督課（担当︓宮木、小山）あて、
ご連絡（077-522-6649）いただきますようお願いいたします。
また、当日は取材いただいた方にも要請文（写）を配付いたします。

(2)日本労働組合総連合会滋賀県連合会会長への要請
◎ 日 時︓令和２年10月22日（木）10:30～11:00
◎ 場 所︓日本労働組合総連合会滋賀県連合会（大津市松本2-10-6）
◎ 出席者︓日本労働組合総連合会滋賀県連合会 会長 柿迫 博 氏 ほか

滋賀労働局 局長 待鳥 浩二 ほか

(3)使用者団体、労働組合などへの要請
そのほか、以下の団体へも協力要請を行います。
◎ 使用者団体︓①滋賀経済同友会、②滋賀県商工会議所連合会、

③滋賀県商工会連合会、④滋賀県中小企業団体中央会等38団体
◎ 労 働 組 合︓滋賀県労働組合総連合
◎ 関 係 団 体︓滋賀県社会保険労務士会、公益社団法人滋賀労働基準協会等の

10団体（本取組の周知・啓発などの実施についての協力要請）
◎ 地方公共団体︓滋賀県、県内全ての19市町（関係団体と同趣旨）

別紙










